
 

 

 

 

 

登 録 番 号 ６２０ 

登 録 日 令和２年３月２日 

名 称 一般社団法人よりそい支援かごしま 

代表者職名・氏名 代表理事 芝田 淳 

所 在 地 〒８９０－００５４ 

鹿児島市下荒田町４－３０－５プレジデント下荒田２０１ 

電 話 ０９９－２９８－５４０３ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｱﾄﾞﾚｽ  

業 種 サービス業 

業 務 概 要 相談支援事業 

行 動 計 画 期 間 令和２年３月１日 ～ 令和５年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標 1）妊娠中の女性社員の母性健康管理についてのパンフレットを作成し

て社員に配布し，制度の周知を図る。 

〈対策〉 

・令和２年３月～ 社員へのアンケート調査，検討開始 

・令和２年３月～ 制度に関するパンフレットの作成・配布による社員への 

周知 

 

目標２）令和２年３月までに，育児休業制度の周知を図るとともに，育児休

業中に利用できる各種制度の周知を図る。 

〈対策〉 

・令和２年３月～ 社員へのアンケート調査，検討開始 

・令和２年４月～ 制度に対する説明会の開催及びパンフレットの作成・配布 

 

目標３）令和２年３月までに，妊娠期～職場復帰期までの育児支援プランの

策定の体制づくりを行い，該当社員に対して実際に取り組む。 

〈対策〉 

・令和２年３月～ 社員へのアンケート調査，検討開始 

・令和２年３月～ 育児支援プラン策定マニュアルの作成 

・令和２年４月～ 育児・介護休業規程に根拠条文を記載し，運用開始 

 

目標４）令和５年度末までに，仕事と生活を両立できるよう，法定休暇の取

得促進措置を実施する。 

〈対策〉 

・令和２年４月～ 社員別，年次有給休暇取得状況の調査 

・令和３年４月～ 年次有給休暇，子の看護休暇の法人内取得手続き内容の 

周知 

・令和４年４月～ 年次有給休暇を年に６日以上取得がない社員への面談実施 

 



 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

 

 

 

 


